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愛媛県県税賦課徴収条例及び愛媛県森林環境税条例の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（納税地）

第４条 県税の納税地は、次の各号に定めるところによる。

� 県民税 個人にあつては、住所地及び事務所、事業所又は家

屋敷の所在地

法人

にあ

つては、事務所又は事業所の所在地若しくは寮、宿泊所、クラ

ブその他これらに類する施設（以下県民税について「寮等」と

いう。）の所在地

（納税義務者が事務所又は事業所若しくは寮等を２以上有する

場合においては、主たる事務所又は事業所若しくは寮等の所在

地）

利子割にあつては、利子等の支払又はその取扱いをする者の法

第２４条第８項に規定する営業所等（以下県民税について「営業

所等」という。）の所在地

配当割及び株式等譲渡所得割にあつては、愛媛県中予地方局の

所在地

�～� 省略

２ 省略

（県民税の納税義務者等）

第１２条 県民税は、第１号に掲げる者に対しては均等割額及び前年

の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得

金額を課税標準とする所得割額の合算額によつて、第３号に掲げ

る者に対しては均等割額及び法人税額又は個別帰属法人税額を課

税標準とする法人税割額の合算額によつて、第２号及び第４号に

掲げる者に対しては均等割額によつて、第４号の２に掲げる者に

対しては法人税割額によつて、第５号に掲げる者に対しては支払

を受けるべき利子等の額を課税標準とする利子割額によつて、第

６号に掲げる者に対しては支払を受けるべき特定配当等の額を課

（納税地）

第４条 県税の納税地は、次の各号に定めるところによる。

� 県民税 個人にあつては、住所地及び事務所、事業所又は家

屋敷の所在地

法人若しくは法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

めのあるもの（以下県民税について「法人等」という。）にあ

つては、事務所又は事業所の所在地若しくは寮、宿泊所、クラ

ブその他これらに類する施設（以下県民税について「寮等」と

いう。）の所在地

（納税義務者が事務所又は事業所若しくは寮等を２以上有する

場合においては、主たる事務所又は事業所若しくは寮等の所在

地）

利子割にあつては、利子等の支払又はその取扱いをする者の法

第２４条第８項に規定する営業所等（以下県民税について「営業

所等」という。）の所在地

配当割及び株式等譲渡所得割にあつては、愛媛県中予地方局の

所在地

�～� 省略

２ 省略

（県民税の納税義務者等）

第１２条 県民税は、第１号に掲げる者に対しては均等割額及び前年

の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得

金額を課税標準とする所得割額の合算額によつて、第３号に掲げ

る者に対しては均等割額及び法人税額又は個別帰属法人税額を課

税標準とする法人税割額の合算額によつて、第２号及び第４号に

掲げる者に対しては均等割額によつて、第４号の２に掲げる者に

対しては法人税割額によつて、第５号に掲げる者に対しては支払

を受けるべき利子等の額を課税標準とする利子割額によつて、第

６号に掲げる者に対しては支払を受けるべき特定配当等の額を課
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税標準とする配当割額によつて、第７号に掲げる者に対しては特

定株式等譲渡所得金額を課税標準とする株式等譲渡所得割額によ

つて課する。

�～� 省略

� 寮等を有する法人で事務所又は事業所を有しないもの

�の２～� 省略

２ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、か

つ、収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止し

たものを含む。以下県民税について「人格のない社団等」とい

う。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、県民税の賦課徴

収については、これを法人とみなして、法人に関する規定を適用

する。

３ 省略

（県民税の税率）

第１３条 県民税の均等割の税率は、次の各号に掲げる区分に従い、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 法人 次の表の左欄に掲げる法人 の区分に応じ、それぞれ

当該右欄に定める額とする。

税標準とする配当割額によつて、第７号に掲げる者に対しては特

定株式等譲渡所得金額を課税標準とする株式等譲渡所得割額によ

つて課する。

�～� 省略

� 寮等を有する法人で事務所又は事業所を有しないもの及び事

務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表

者又は管理人の定めのあるもの（次項に規定するものを除

く。）

�の２～� 省略

２ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、か

つ、収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止し

たものを含む

。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、県民税の賦課徴

収については、これを法人とみなして、法人に関する規定を適用

する。

３ 省略

（県民税の税率）

第１３条 県民税の均等割の税率は、次の各号に掲げる区分に従い、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 法人 次の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ

当該右欄に定める額とする。

法人 の区分 税率 法人等の区分 税率

ア 次に掲げる法人

� 法人税法第２条第５号の公共法人及び

法第２４条第５項に規定する公益法人等の

うち、法第２５条第１項の規定により均等

割を課することができないもの以外のも

の（法人税法別表第２に規定する独立行

政法人で収益事業を行うものを除く。）

� 人格のない社団等

� 一般社団法人（非営利型法人（法人税

法第２条第９号の２に規定する非営利型

法人をいう。以下この�において同

じ。）に該当するものを除く。）及び一

般財団法人（非営利型法人に該当するも

のを除く。）

� 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規

定する相互会社以外の法人で資本金の額

又は出資金の額を有しないもの（�から

�までに掲げる法人を除く。）

� 資本金等の額（法第２３条第１項第４号

の５に規定する資本金等の額をいう。イ

からオまでにおいて同じ。）を有する法

人（法人税法別表第２に規定する独立行

政法人で収益事業を行わないもの及び�

に掲げる法人を除く。以下この表におい

て同じ。）で資本金等の額が１，０００万円以

下であるもの

年額２万円 ア 資本金等の額（法第２３条第１項第４号の

５に規定する資本金等の額をいう。イから

エまでにおいて同じ。）が５０億円を超える

法人（保険業法（平成７年法律第１０５号）に

規定する相互会社以外の法人で資本金の額

又は出資金の額を有しないもの及び法第５２

条第２項第３号に掲げる公共法人等を除

く。イからエまでにおいて同じ。）

年額８０万円

イ 資本金等の額を有する法人で資本金等の

額が１，０００万円を超え１億円以下であるもの

年額５万円 イ 資本金等の

額が１０億円を超え５０億円以下である法人

年額５４万円
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ウ 資本金等の額を有する法人で資本金等の

額が１億円を超え１０億円以下であるもの

年額１３万円 ウ 資本金等の

額が１億円を超え１０億円以下である法人

年額１３万円

エ 資本金等の額を有する法人で資本金等の

額が１０億円を超え５０億円以下であるもの

年額５４万円 エ 資本金等の

額が１，０００万円を超え１億円以下である法人

年額５万円

オ 資本金等の額を有する法人で資本金等の

額が５０億円を超えるもの

年額８０万円 オ アからエまでに掲げる法人以外の法人等 年額２万円

２～８ 省略

（法人 の県民税の減免）

第１７条 知事は、公益事業を行う法人 に対しては、県民税を減免

することができる。

（法人 の県民税の申告納付の期限）

第１７条の２ 県民税の納税義務がある法人 がなすべき申告納付の

期限は、法第５３条第１項、第２項、第４項、第５項、第２４項及び

第２８項に定めるところによる。

（法人の事業税の申告納付の期限）

第１８条の３ 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る法

第７２条の２５第１項に規定する所得割等若しくは収入割又は清算所

得に係る所得割についてなすべき申告納付の期限は、次の各号に

定めるところによる。

�～� 省略

� 法第７２条の２９第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

当該事業年度終了の日から２月以内（当該期間内に残余財産の

最後の分配又は引渡しが行われるときは、当該事業年度終了の

日からその最後の分配又は引渡しの行われる日の前日まで ）

� 法第７２条の３０第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

残余財産の分配又は引渡しの都度、分配又は引渡しの日の前日

まで

� 法第７２条の３１第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

残余財産の確定した日から１月以内（当該期間内に残余財産の

最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前

日まで ）

２ 省略

（不動産取得税の納税義務者等）

第１９条 省略

２ 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使

用又は譲渡（独立行政法人都市再生機構

、地方住宅供給公社又は令第３６条の２

の２ に規定する者

が注文者である家屋の新築に係る請負契

約

に基づく当該注文者に対す

る請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、

当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において

同じ。）が行われた日において家屋の取得がなされたものとみな

し、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対

して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から６

月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行

われない場合においては、当該家屋が新築された日から６月を経

過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋

の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課す

２～８ 省略

（法人等の県民税の減免）

第１７条 知事は、公益事業を行う法人等に対しては、県民税を減免

することができる。

（法人等の県民税の申告納付の期限）

第１７条の２ 県民税の納税義務がある法人等がなすべき申告納付の

期限は、法第５３条第１項、第２項、第４項、第５項、第２４項及び

第２８項に定めるところによる。

（法人の事業税の申告納付の期限）

第１８条の３ 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る法

第７２条の２５第１項に規定する所得割等若しくは収入割又は清算所

得に係る所得割についてなすべき申告納付の期限は、次の各号に

定めるところによる。

�～� 省略

� 法第７２条の２９第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

当該事業年度終了の日から２月以内（当該期間内に残余財産の

最後の分配 が行われるときは、当該事業年度終了の

日からその最後の分配 の行われる日の前日まで。）

� 法第７２条の３０第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

残余財産の分配のつど 、分配 の日の前日

まで。

� 法第７２条の３１第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

残余財産の確定した日から１月以内（当該期間内に残余財産の

最後の分配 が行われるときは、その行われる日の前

日まで。）

２ 省略

（不動産取得税の納税義務者等）

第１９条 省略

２ 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使

用又は譲渡（独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若しくは令第３６条

の２の２第１項に規定する者又は住宅を新築して譲渡する者で同

条第２項に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契

約（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が注文者であ

る家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処

理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）第１３条第１項第３号の業

務に基づき締結されるものに限る。）に基づく当該注文者に対す

る請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、

当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において

同じ。）が行われた日において家屋の取得がなされたものとみな

し、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対

して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から６

月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行

われない場合においては、当該家屋が新築された日から６月を経

過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋

の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課す
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る。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事

業（農住組合法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１項の規定によ

り土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第７条第１項第

１号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関す

る法律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業を含む。次項にお

いて同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地

改良事業（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合

研究所法（平成１１年法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第

１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法

律第１３０号）第１１条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法

（昭和４９年法律第４３号）第１９条

第１項第１号イの事業を含む。）の施行に係る土地について法令

の定めるところによつて仮換地又は一時利用地（以下この項にお

いて「仮換地等」という。）の指定があつた場合において、当該

仮換地等である土地について使用し、又は収益することができる

こととなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の

土地（以下この項において「従前の土地」という。）の取得があ

つたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である

土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなし

て、不動産取得税を課する。

８ 省略

（不動産取得税額及びこれに係る県の徴収金の充当）

第１９条の７ 知事は、法第７３条の２第７項、第７３条の２７第１項（第

７３条の２７の２第３項、第７３条の２７の５第３項及び第７３条の２７の６

第２項において準用する場合を含む。）又は第７３条の２７の３第４

項（第７３条の２７の４第２項、第４項、第６項及び第８項、第７３条

の２７の７第３項、第７３条の２７の８第２項並びに第７３条の２７の９第

２項において準用する場合を含む。）の規定により不動産取得税

額及びこれに係る県の徴収金を還付する場合において、還付を受

ける納税義務者の未納に係る県の徴収金があるときは、当該還付

すべき額をこれに充当するものとする。

（納税管理人の申告等）

第６６条 法人 の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区

税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税の特別徴

収義務者は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有し

る。

３ 住宅を購入して譲渡する者で令第３６条の２の３に規定するもの

が新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを当該

住宅が新築された日から６月以内に購入した場合においては、前

項の規定にかかわらず、当該購入した住宅について最初の使用又

は譲渡が行われた日において住宅の取得がなされたものとみな

し、当該住宅の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対

して不動産取得税を課する。ただし、当該購入した日から６月を

経過して、なお、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡

が行われない場合においては、当該購入した日から６月を経過し

た日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所

有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事

業（農住組合法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１項の規定によ

り土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第７条第１項第

１号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関す

る法律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業を含む。次項にお

いて同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地

改良事業（独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法

（平成１４年法律第１３０号）により行う同法第１１条第１項第７号イの

事業及び同法附則第８条第１項の規定により行う森林開発公団法

の一部を改正する法律（平成１１年法律第７０号）附則第８条の規定

による廃止前の農用地整備公団法（昭和４９年法律第４３号）第１９条

第１項第１号イの事業を含む。）の施行に係る土地について法令

の定めるところによつて仮換地又は一時利用地（以下この項にお

いて「仮換地等」という。）の指定があつた場合において、当該

仮換地等である土地について使用し、又は収益することができる

こととなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の

土地（以下この項において「従前の土地」という。）の取得があ

つたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である

土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなし

て、不動産取得税を課する。

９ 省略

（不動産取得税額及びこれに係る県の徴収金の充当）

第１９条の７ 知事は、法第７３条の２第８項、第７３条の２７第１項（第

７３条の２７の２第３項、第７３条の２７の５第３項及び第７３条の２７の６

第２項において準用する場合を含む。）又は第７３条の２７の３第４

項（第７３条の２７の４第２項、第４項、第６項及び第８項、第７３条

の２７の７第３項、第７３条の２７の８第２項並びに第７３条の２７の９第

２項において準用する場合を含む。）の規定により不動産取得税

額及びこれに係る県の徴収金を還付する場合において、還付を受

ける納税義務者の未納に係る県の徴収金があるときは、当該還付

すべき額をこれに充当するものとする。

（納税管理人の申告等）

第６６条 法人等の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区

税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税の特別徴

収義務者は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有し
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なくなつた場合においては、納税又は納入に関する一切の事項を

処理させるため、納税地を所管する地方局の所管区域内に住所、

居所、事務所若しくは事業所（以下この条において「住所等」と

いう。）を有する者（個人にあつては、独立の生計を有するもの

に限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生

じた日から１５日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は当

該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を

有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承

認申請書を知事に同日から１５日以内に提出してその承認を受けな

ければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場

合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した

事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出

の期限は、その異動を生じた日から１５日を経過した日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者

は、当該納税義務者に係る法人 の県民税、事業税、不動産取得

税、自動車税、鉱区税若しくは固定資産税又は当該特別徴収義務

者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて

申請書を知事に県内に住所等又は寮等を有しなくなつた日から５

日以内に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定める

ことを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項

に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１５日以内にその

旨を知事に届け出なければならない。

附 則

（中小法人 に対する県民税の法人税割の不均一課税）

第１８条 前条に規定する税率の適用がある法人 のうち、資本金の

額若しくは出資金の額が１億円以下のもの若しくは資本若しくは

出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社を除く。）、

第１２条第１項第４号の２に掲げるもの又は同条第２項において法

人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額が年１，０００万円以下のものに対す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割額は、前条の規

定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に５．８分の

０．８を乗じて計算して得た額に相当する額を控除した金額とす

る。

２ 省略

３ 第１項の規定を適用する場合において、他の都道府県において

事務所又は事業所を有する法人 の法人税割の課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額が１，０００万円以下であるかどうかの判

定は、法第５７条第１項の規定により関係都道府県に分割される前

の法人税額又は個別帰属法人税額によるものとする。

４ 法人税額の課税標準の算定期間（法第５３条第１項に規定する算

定期間をいう。以下同じ。）又は連結法人税額の課税標準の算定

期間（法第５３条第４項に規定する算定期間をいう。以下同じ。）

が１年に満たない法人 （次項の適用を受けるものを除く。）に

対する第１項の規定の適用については、同項中「年１，０００万円」と

あるのは、「１，０００万円に当該法人税額の課税標準の算定期間（法

第５３条第１項に規定する算定期間をいう。）又は連結法人税額の

課税標準の算定期間（法第５３条第４項に規定する算定期間をい

う。）の月数を乗じて得た額を１２で除して計算して得た金額」と

する。

５・６ 省略

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構

なくなつた場合においては、納税又は納入に関する一切の事項を

処理させるため、納税地を所管する地方局の所管区域内に住所、

居所、事務所若しくは事業所（以下この条において「住所等」と

いう。）を有する者（個人にあつては、独立の生計を有するもの

に限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生

じた日から１５日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は当

該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を

有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承

認申請書を知事に同日から１５日以内に提出してその承認を受けな

ければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場

合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した

事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出

の期限は、その異動を生じた日から１５日を経過した日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者

は、当該納税義務者に係る法人等の県民税、事業税、不動産取得

税、自動車税、鉱区税若しくは固定資産税又は当該特別徴収義務

者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて

申請書を知事に県内に住所等又は寮等を有しなくなつた日から５

日以内に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定める

ことを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項

に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１５日以内にその

旨を知事に届け出なければならない。

附 則

（中小法人等に対する県民税の法人税割の不均一課税）

第１８条 前条に規定する税率の適用がある法人等のうち、資本金の

額若しくは出資金の額が１億円以下のもの若しくは資本若しくは

出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社を除く。）、

第１２条第１項第４号の２に掲げるもの又は同条第２項において法

人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額が年１，０００万円以下のものに対す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割額は、前条の規

定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に５．８分の

０．８を乗じて計算して得た額に相当する額を控除した金額とす

る。

２ 省略

３ 第１項の規定を適用する場合において、他の都道府県において

事務所又は事業所を有する法人等の法人税割の課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額が１，０００万円以下であるかどうかの判

定は、法第５７条第１項の規定により関係都道府県に分割される前

の法人税額又は個別帰属法人税額によるものとする。

４ 法人税額の課税標準の算定期間（法第５３条第１項に規定する算

定期間をいう。以下同じ。）又は連結法人税額の課税標準の算定

期間（法第５３条第４項に規定する算定期間をいう。以下同じ。）

が１年に満たない法人等（次項の適用を受けるものを除く。）に

対する第１項の規定の適用については、同項中「年１，０００万円」と

あるのは、「１，０００万円に当該法人税額の課税標準の算定期間（法

第５３条第１項に規定する算定期間をいう。）又は連結法人税額の

課税標準の算定期間（法第５３条第４項に規定する算定期間をい

う。）の月数を乗じて得た額を１２で除して計算して得た金額」と

する。

５・６ 省略

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・
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、地方住宅供給公社又は 家屋を新築し

て譲渡することを業とする者で令で定めるもの

が売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項た

だし書 の規定の適用については、当該住宅の

新築が平成１０年１０月１日から平成２２年３月３１日までの間に行われ

たときに限り、同項ただし書中「６月」とあるのは、「１年」と

する。

（自動車税の税率の特例）

第２３条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とす

る自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。第３項におい

て同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の

燃料として用いる自動車で同省令で定めるものをいう。同項にお

いて同じ。）、専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自

動車で同省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のも

のとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用い

る自動車で同省令で定めるもの（次項 において「電気

自動車等」という。）並びにバス（一般乗合用のものに限る。）

及び被けん引自動車を除く。）に対する当該各号に定める年度以

後の年度分の自動車税に係る第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとす

る。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成９年３月３１日までに初めて道路運送車両法第７条第

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登

録」という。）を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起

算して１４年を経過する日の属する年度

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成１１年３月３１日までに新車新規登

録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して１２年を

経過する日の属する年度

運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若しくは家屋を新築し

て譲渡することを業とする者で令で定めるもの若しくは住宅を新

築して譲渡する者で令で定めるもの又は住宅を購入して譲渡する

者で令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項た

だし書又は同条第３項本文の規定の適用については、当該住宅の

新築が平成１０年１０月１日から平成２０年３月３１日までの間に行われ

たときに限り、これらの規定中「６月」とあるのは、「１年」と

する。

（自動車税の税率の特例）

第２３条 次の各号に掲げる自動車（電気を動力源とする自動車で地

方税法施行規則で定めるもの、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の

燃料として用いる自動車で同省令で定めるもの

、専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自

動車で同省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のも

のとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用い

る自動車で同省令で定めるもの（次項及び第３項において「電気

自動車等」という。）並びにバス（一般乗合用のものに限る。）

及び被けん引自動車を除く。）に対する当該各号に定める年度以

後の年度分の自動車税に係る第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとす

る。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成７年３月３１日までに初めて道路運送車両法第７条第

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登

録」という。）を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起

算して１４年を経過する日の属する年度

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲

げる自動車以外の自動車で平成９年３月３１日までに新車新規登

録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して１２年を

経過する日の属する年度

省略 省略

２ 電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭

和５４年法律第４９号）第８０条第１号に規定するエネルギー消費効率

（以下この条において「エネルギー消費効率」という。）が同法

第７８条第１項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準

となるべき事項を勘案して令で定めるエネルギー消費効率（以下

この条において「基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の

１２０を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が道

路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用さ

れるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は

公害防止その他の環境保全上の技術基準（次項において「排出ガ

ス保安基準」という。）に定める窒素酸化物の値で地方税法施行

規則で定めるもの（以下この条において「平成１７年窒素酸化物排

出許容限度」という。）の４分の１を超えないもので同省令で定

めるものに対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用について

は、当該自動車が平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの

間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成１９年度分の自動車

税に限り、当該自動車が平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日

までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成２０年度分の

自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

２ 電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭

和５４年法律第４９号）第８０条第１号に規定するエネルギー消費効率

（以下この条において「エネルギー消費効率」という。）が同法

第７８条第１項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準

となるべき事項を勘案して令で定めるエネルギー消費効率（以下

この条において「基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の

１２０を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が地

方税法施行規則で定める許容限度

（以下この条において「平成１７年窒素酸化物排

出許容限度」という。）の４分の１を超えないもので同省令で定

めるものに対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用について

は、当該自動車が平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの

間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成１９年度分の自動車

税に限り、当該自動車が平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日

までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成２０年度分の

自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ
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る字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものと

する。

る字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものと

する。

省略 省略

３ 次に掲げる自動車

に対する第４３条第１項及

び第２項の規定の適用については、当該自動車が平成２０年４月１

日から平成２１年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合に

あつては平成２１年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成２１年

４月１日から平成２２年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた

場合にあつては平成２２年度分の自動車税に限り、前項の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる

字句にそれぞれ読み替えるものとする。

� 電気自動車

� 次に掲げる天然ガス自動車

ア 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この号において「車両総重量」という。）が３．５トン以下の

天然ガス自動車のうち、同法第４１条の規定により平成１７年１０

月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス

保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下このアにお

いて「平成１７年天然ガス軽量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成１７年天然ガス軽量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないもので同省令で

定めるもの

イ 車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、道路

運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用

されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税

法施行規則で定めるもの（以下このイにおいて「平成１７年天

然ガス重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物

の排出量が平成１７年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物

の値の１０分の９を超えないもので同省令で定めるもの

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１２５

を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平

成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので地

方税法施行規則で定めるもの

４ 省略

５ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１１５を

乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成１７

年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので地方税法

施行規則で定めるもの（第３項の規定の適用を受ける自動車を除

く。）

に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合にあつては平成２１年度分の自動車税に限

り、当該自動車が平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの

間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成２２年度分の自動車

税に限り、前項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとす

３ 電気自動車等及びエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物

の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えな

いもので地方税法施行規則で定めるものに対する第４３条第１項及

び第２項の規定の適用については、当該自動車が平成１６年４月１

日から平成１７年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合に

あつては平成１７年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成１７年

４月１日から平成１８年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた

場合にあつては平成１８年度分の自動車税に限り、前項の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる

字句にそれぞれ読み替えるものとする。

４ 省略

５ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率

以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成１７

年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので地方税法

施行規則で定めるもの（第３項の規定の適用を受ける自動車を除

く。）及びエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分

の１０５を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が

平成１７年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えないもので同

省令で定めるもの（同項の規定の適用を受ける自動車を除く。）

に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合にあつては平成１７年度分の自動車税に限

り、当該自動車が平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの

間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成１８年度分の自動車

税に限り、前項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとす
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る。

（自動車取得税の税率の特例）

第２４条 自家用の自動車で軽自動車（道路運送車両法第３条にいう

軽自動車をいう。）以外のものの取得に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が昭和４９年４月１日から平成３０年３月３１日

までの間に行われたときに限り、第５９条の４の規定にかかわら

ず、１００分の５とする。

２～４ 省略

５ 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料とする自動車を

いう。以下この項において同じ。）の取得（第２項から前項まで

の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課す

る自動車取得税の税率は、当該取得が愛媛県県税賦課徴収条例及

び愛媛県森林環境税条例の一部を改正する条例（平成２０年愛媛県

条例第４２号）の施行の日の翌日から平成２２年３月３１日までの間に

行われたときに限り、第５９条の４及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率から、第１号に掲げ

る軽油自動車にあつては１００分の２（当該取得が平成２１年１０月１日

から平成２２年３月３１日までに行われた場合にあつては、１００分の

１）を、第２号に掲げる軽油自動車にあつては１００分の２を、第３

号に掲げる軽油自動車にあつては１００分の１（当該取得が平成２１年

１０月１日から平成２２年３月３１日までに行われた場合にあつては、

１００分の０．５）をそれぞれ控除した率とする。

� 車両総重量が１２トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車

両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以降に適用されるべ

きものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則

で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネ

ルギー消費効率以上のもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下の軽油自動車のうち、

道路運送車両法第４１条の規定により平成２２年１０月１日以降に適

用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税

法施行規則で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率

が基準エネルギー消費効率以上のもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トン以下の軽油自動車で地方税法施行規則で

定めるもののうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２１

年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガ

ス保安基準で同省令で定めるものに適合するもの

（軽油引取税の税率の特例）

第２５条 省略

２ 平成５年１２月１日から平成３０年３月３１日までの間に第６０条第１

項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭

化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販

売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは第６０条の２第１項各

号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間

に軽油引取税の特別徴収義務者が第６０条第６項の規定に該当する

に至つた場合における軽油引取税の税率は、第６０条の３の規定に

かかわらず、１キロリットルにつき、３２，１００円とする。

第２６条 省略

（狩猟税の税率の特例）

第２７条 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて次に掲げる登録のいずれかに該当するもの

に係る狩猟税の税率は、第６２条第１項の規定にかかわらず、同項

に規定する税率に２分の１を乗じた税率とする。

る。

（自動車取得税の税率の特例）

第２４条 自家用の自動車で軽自動車（道路運送車両法第３条にいう

軽自動車をいう。）以外のものの取得に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が昭和４９年４月１日から平成２０年３月３１日

までの間に行われたときに限り、第５９条の４の規定にかかわら

ず、１００分の５とする。

２～４ 省略

５ 車両総重量が３．５トンを超える自動車（軽油を内燃機関の燃料と

するものに限る。）のうち、道路運送車両法第４１条の規定により

平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた自

動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技

術基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この項において

「平成１７年重量車排出ガス保安基準」という。）に適合し、か

つ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので

同省令で定めるもの（以下この項において「重量車基準適合車」

という。）の取得（前３項又は法附則第３２条第７項若しくは第８

項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課

する自動車取得税の税率は、当該取得が平成１８年４月１日から平

成２０年５月３１日までの間に行われたときに限り、第５９条の４及び

第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適

用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定め

る率から１００分の１（窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７

年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の

値の１０分の９を超えない重量車基準適合車で同省令で定めるもの

にあつては、１００分の２）を控除した率とする。

（軽油引取税の税率の特例）

第２５条 省略

２ 平成５年１２月１日から平成２０年３月３１日までの間に第６０条第１

項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭

化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販

売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは第６０条の２第１項各

号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間

に軽油引取税の特別徴収義務者が第６０条第６項の規定に該当する

に至つた場合における軽油引取税の税率は、第６０条の３の規定に

かかわらず、１キロリットルにつき、３２，１００円とする。

第２６条 省略
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� 対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律（平成１９年法律第１３４号）第９

条第５項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律第５６条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。次

号において同じ。）に係る狩猟者の登録

� 前号の狩猟者の登録（以下この号において「軽減税率適用登

録」という。）を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなつた

場合において、その者が当該軽減税率適用登録に係る狩猟免許

と同一の種類の狩猟免許について当該軽減税率適用登録の有効

期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受けると

きにおける当該狩猟者の登録

（愛媛県森林環境税条例の一部改正）

第２条 愛媛県森林環境税条例（平成１６年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（賦課徴収）

第２条 森林環境税は、次条の規定により個人の県民税の均等割の

税率に加算し、及び第４条の規定により法人 の県民税の均等割

の税率に加算して賦課徴収する。

（法人 の県民税の均等割の税率の特例）

第４条 平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度若しくは各連結事業年度又は当該期間における地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第５２条第２項第３号

の期間に係る法人 の県民税の均等割の税率は、県税条例第１３条

第１項第２号の規定にかかわらず、同号の表の左欄に掲げる法人

の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額に、当該額に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額とする。

（賦課徴収）

第２条 森林環境税は、次条の規定により個人の県民税の均等割の

税率に加算し、及び第４条の規定により法人等の県民税の均等割

の税率に加算して賦課徴収する。

（法人等の県民税の均等割の税率の特例）

第４条 平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度若しくは各連結事業年度又は当該期間における地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第５２条第２項第３号若しくは第４号

の期間に係る法人等の県民税の均等割の税率は、県税条例第１３条

第１項第２号の規定にかかわらず、同号の表の左欄に掲げる法人

等の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額に、当該額に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（法人の県民税に関する経過措置）

２ 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）の規定中法人の県民

税に関する部分は、平成２０年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税

について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従

前の例による。

３ 第１条の規定による改正前の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「旧条例」という。）第１２条第１項第４号に規定する法人でない社団又は

財団に対して課する平成１９年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

４ 新条例第１３条第１項の規定（同項第２号の表ア�に掲げる法人に係る部分に限る。）は、平成２０年度以後の年度分の法人の県民税の均
等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号。次項において「改正法」という。）第１条の規定による

改正前の地方税法第５２条第２項第３号に掲げる公共法人等に対して課する平成１９年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従

前の例による。

５ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から改正法附則第１条第６号に定める日の前日までの間における新条例第１３条第１項

の規定の適用については、同項第２号の表ア中

「 � 一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この�において同じ。）に

該当するものを除く。）及び一般財団法人（非営利型法人に該当するものを除く。）

� 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの（�から�ま

でに掲げる法人を除く。）

� 資本金等の額（法第２３条第１項第４号の５に規定する資本金等の額をいう。イからオまでにおいて同じ。）を有する法人

（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び�に掲げる法人を除く。以下この表において同

じ。）で資本金等の額が１，０００万円以下であるもの 」
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規 則

とあるのは、

「 � 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの（�及び�に

掲げる法人を除く。）

� 資本金等の額（法第２３条第１項第４号の５に規定する資本金等の額をいう。イからオまでにおいて同じ。）を有する法人

（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び�に掲げる法人を除く。以下この表において同

じ。）で資本金等の額が１，０００万円以下であるもの 」

とする。

（事業税に関する経過措置）

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成２０年４月１日以後に開始する事業年度に係る法人の

事業税及び同日以後の解散（合併による解散を除く。以下この項において同じ。）による清算所得に対する事業税（清算所得に対する事

業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含

む。）について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税（清算所得に対

する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。）に

ついては、なお従前の例による。

（不動産取得税に関する経過措置）

７ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成２０年４月１日以後の不動産の取得に対して課すべき

不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

８ 新条例第１９条第２項の規定は、施行日の翌日（以下「適用日」という。）以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる

注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第１９条第２項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第３６条の２の２第２項で定める

住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

９ 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成２０年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成１９年度分までの自動車税について

は、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

１０ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得

税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

１１ 新条例附則第２４条第１項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動

車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

１２ 新条例附則第２５条第２項の規定は、適用日以後に愛媛県県税賦課徴収条例第６０条第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条

第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは同条例第６０

条の２第１項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入（以下この項において「軽油の引取り等」という。）が行われた場合又は適用日以後

に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第６０条第６項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用

し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合におい

て課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

（狩猟税に関する経過措置）

１３ 新条例附則第２７条の規定は、平成２０年４月１日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟

者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第３９号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第１０号様式１中「法人等分」を「法人分」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２０年４月３０日 発行
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